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６ 身体拘束に対する考え方 
 

平成 12 年の介護保険制度の施行時から、介護保険施設などにおいて、高齢者をベッドや車いす

に縛りつけるなど身体の自由を奪う身体拘束は、介護保険施設の運営基準において、サービスの提

供に当たっては、入所者の「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」身体拘束

を行ってはならないとされており、原則として禁止されています。 

身体拘束は、医療や介護の現場では援助技術のひとつとして安全を確保する観点からやむを得

ないものとして行われてきた経緯がありますが、これらの行為は、高齢者に不安や怒り、屈辱、

あきらめといった大きな精神的な苦痛を与えるとともに、関節の拘縮や筋力の低下など高齢者の

身体的な機能をも奪ってしまう危険性もあります。また、拘束されている高齢者を見た家族にも

混乱や苦悩、後悔を与えている実態があります。 

 

高齢者が、他者からの不適切な扱いにより権利を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれ

るような状態に置かれることは許されるものではなく、身体拘束は原則として高齢者虐待に該当

する行為と考えられます。 

ただし、高齢者本人や他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる場合など、「身体拘束ゼ

ロへの手引き」（厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議発行）において「緊急やむを得ない場合」

とされているものについては、例外的に高齢者虐待にも該当しないと考えられます。 

身体拘束については、運営基準に則って運用することが基本となります。 

 

身体拘束の具体例 

 

出典：「身体拘束ゼロへの手引き」（平成 13 年３月：厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行）

①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制

限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や腰ベルト、車いすテ

ーブルをつける。 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

ladmin
四角形

ladmin
テキストボックス
（出典）H30.3厚生労働省老健局　市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について

ladmin
タイプライターテキスト
12



97  

「緊急やむを得ない場合」に該当する３要件（すべて満たすことが必要） 

 
 

〇留意事項 

 

身体的拘束等の適正化を図るため、基準省令において事業者は以下の措置を講じなければな

らないこととされています（平成 30 年度施行）。 

 

 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録すること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（※）を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 
（※）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

においては、運営推進会議を活用することができることとする。 

なお、上記の基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位 

数を所定単位数から減算することが規定されています。 

○ 切迫性 ：利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性  

が著しく高い場合 

○ 非代替性：身体拘束以外に代替する介護方法がないこと 

○ 一時性 ：身体拘束は一時的なものであること 
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